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１ 事業の概要 

 

（１）事業名 

（仮称）紫波火葬場整備事業 

 

（２）対象となる公共施設の種類 

火葬場 

 

（３）公共施設の管理者 

紫波町長 藤 原  孝 

なお、町は本施設を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の規定によ

る「公の施設」とする予定である。 

 

（４）事業目的 

本町の現在の火葬場は、建設から約３２年が経過し、施設の老朽化が進行している

ことに加え、狭隘な施設で利用者が不便を来しているのが現状である。今後、高齢社

会の進行により施設利用の増加も予想され、新しい施設を早急に整備する必要がある

ことから、町では移転新築により新たな火葬場を整備することとした。 

本事業を進めるに当たっては、民間の資金やノウハウを活用することで、サービス

の質の向上を図り、かつ、財政支出の削減、財政支出の平準化の確保を目指すもので

ある。 

 

（５）施設の名称 

（仮称）紫波火葬場 

 

（６）施設の内容 

火葬棟、待合棟、駐車場、構内道路及び庭園等（以下総称して「火葬場施設」とい

う。）及び緩衝緑地（火葬場施設とあわせ、以下総称して「火葬場施設等」という。） 

 

（７）事業の範囲 

募集要項等に定める手続きによって選定され、町との間で基本協定を締結する民間

事業者（以下「選定事業者」という。）は、本事業の遂行のみを目的とする会社法（平

成１７年法律第８６号）に定める株式会社（以下「ＳＰＣ」という。）を設立し、次

の業務を実施する。 
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ア 火葬場施設等の整備に係る業務 

・火葬場施設等の設計業務 

・火葬場施設等の施工業務 

・火葬場施設等の工事監理業務 

・火葬場施設の所有権移転業務 

・火葬場施設等の敷地造成及びその関連業務 

・備品等設置業務 

・上記に関連する各種申請等の手続き 

 

イ 火葬場施設の維持管理に係る業務 

・建物保守管理業務 

・建物設備保守管理業務 

・外構維持管理業務 

・火葬炉保守管理業務 

・上記に関連する各種申請等の手続き 

 

（８）事業期間及びサービス対価の支払 

ア 主要なスケジュール 

選定事業者との基本協定締結 平成１９年１０月 

選定事業者との仮契約締結 平成１９年１１月 

契約の議決（本契約） 平成１９年１２月 

施設の設計、建設 平成１９年 １２月～平成２１年２月 

施設の所有権移転 平成２１年３月 

施設の供用開始 平成２１年４月 

施設の維持管理 平成２１年４月～平成３１年３月 

 

  イ サービス対価の支払 

本事業は、サービス購入型によって実施するものとし、町は、ＳＰＣから火葬場

施設の引渡しを受けた後に、ＳＰＣにサービス対価を支払う。 

 

（９）事業方式 

ＢＴＯ方式（Build Transfer and Operate：選定事業者が火葬場施設等を建設し、

竣工後速やかに町に所有権を移転し、維持管理を行う方式）を事業手法として整備を

行う。 
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（10）事業に必要とされる関連法令等 

選定事業者は、本事業の実施に当たって、必要とされる関係法令等を遵守すること

とする。 

関連する法令等は次のとおり。 

ア 墓地、埋葬等に関する法律（昭和２３年法律第４８号） 

イ 都市計画法（昭和４３年法律第１００号） 

ウ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号） 

エ 消防法（昭和２３年法律第１８６号） 

オ 宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１９１号） 

カ 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号） 

キ 大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号） 

ク 悪臭防止法（昭和４６年法律第９１号） 

ケ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号） 

コ 騒音規制法（昭和４３年法律第９８号） 

サ 振動規制法（昭和５１年法律第６４号） 

シ 労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号） 

ス 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）（平

成１８年法律第９１号） 

セ 森林法（昭和２６年法律第２４９号） 

ソ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号） 

タ 危険物の規制に関する政令（昭和３４年政令第３０６号） 

チ 電気設備に関する技術基準を定める省令（平成９年通商産業省令第５２号） 

ツ 火葬場から排出されるダイオキシン類削減対策指針（平成１２年厚生省） 

テ 県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例（平成１３年

岩手県条例第７１号） 

ト 岩手の景観の保全と創造に関する条例（平成５年岩手県条例第３５号） 

ナ 屋外広告物条例（昭和４６年岩手県条例第４４号） 

ニ ひとにやさしいまちづくり条例（平成７年岩手県条例第４１号） 

ヌ 盛岡地区広域行政事務組合火災予防条例（昭和４６年盛岡地区広域行政事務組合

条例第３号） 

ネ 岩手県林地開発行為連絡調整事務取扱要領（岩手県農林水産部） 

ノ 開発許可の手引き（岩手県都市計画協会） 

ハ 墓地埋葬等に関する法律施行細則（平成６年紫波町規則第５号） 

ヒ 開発計画技術基準（紫波町土木課） 
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フ 宅地防災マニュアル（建設省建設経済局宅地課民間宅地指導室） ほか 

 

２ 審査の方式 

 

（１）事業者の募集及び選定に係る基本的な考え方 

町は、本事業への参加を希望する民間事業者（以下「応募者」という。）を公募し、

透明性及び公平性の確保に配慮したうえで事業者を決定するものとする。 

事業者の決定に当たっては公募型プロポーザル方式を採用し、応募者からの提案を

総合的に評価するものとする。 

 

（２）審査の流れ 

審査は、参加資格審査及び提案審査の２段階に分けて実施する。 

なお、審査の手順等については、次のとおりとする。 

 
〈事業者選定フロー〉 

 
参加資格審査時 
 
 

資格を満たさない場合 
 
提案審査時 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

参加資格審査 

形式確認 

・提案価格が、町の支払総額の上
限価格を超える場合 

・提出すべき書類が不足する場合
・要求水準等を満たさない場合 

町による優先交渉権者及び 
次点交渉権者の決定 

審査委員会による最優秀提案応
募者及び優秀提案応募者の選定 

審査委員会による総合評価 

失格 

失格 
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３ 審査の経緯 

 

審査委員会における審査の経緯は、次のとおりである。 

 

 

委員会 開催日 協議内容 

 平成１９年３月１９日 実施方針の公表 

 平成１９年４月９日 実施方針に対する質問・意見に対する

回答の公表 

 平成１９年４月６日 委嘱状交付 

 平成１９年４月１１日 特定事業の選定の公表 

第１回委員会 平成１９年４月２４日 ○議事 

・会議の公開について 

・今後の審査日程について 

・募集要項案について 

・要求水準書案について 

・事業者選定基準案について 

・様式集案について 

第２回委員会 平成１９年５月１０日 ○議事 

・募集要項案について 

・要求水準書案について 

・事業者選定基準案について 

・様式集案について 

・基本協定書案について 

・契約書案について 

 平成１９年５月２２日 ・募集要項等の公表 

 平成１９年６月２１日 募集要項等に関する質問に対する回答

（参加資格関係）の公表 

第３回委員会 平成１９年７月５日 ○議事 

・募集要項等に関する質問に対する回

答（参加資格関係以外）案について 

・募集要項等の修正案について 

・審査要領案について 
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 平成１９年７月１１日 募集要項等に関する質問に対する回答

（参加資格関係以外）の公表 

第４回委員会 平成１９年７月２７日 ○議事 

・参加資格審査について 

・ヒアリング実施要領案について 

 平成１９年７月３０日 参加資格結果の公表 

 平成１９年８月２４日 募集要項等修正版の公表 

 平成１９年９月２５日 提案書提出の締切 

 平成１９年１０月４日 応募者ヒアリングの実施 

第５回委員会 平成１９年１０月１２日 ○議事 

・形式確認について 

・価格評価について 

・計画評価について 

第６回委員会 平成１９年１０月１８日 ○議事 

・総合評価について 

・提案審査講評案について 

・報告書案について 

 平成１９年１０月１９日 紫波町長へ報告 

 

４ 参加資格審査 

 

平成１９年７月１２日の期限までに２応募者から参加表明及び参加資格審査申請の提

出があった。審査の結果、全ての応募者が募集要項に示す参加資格要件を全て満たして

いることを確認した。 

なお、応募者の構成は以下のとおりである。 
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応募者 代表企業 構成員 

佐々木・岡崎グル

ープ 

 

 

 

 

佐々木建設株式会社 

 

 

 

 

 

岡崎建設株式会社 

株式会社宮本工業所 

株式会社富岡鉄工所 

株式会社佐々木電機本店 

株式会社十文字組 

紫波建設有限会社 

株式会社中居敬一都市建築設計 

橘建設グル－プ 

 

 

 

橘建設株式会社 

 

 

 

 

株式会社久慈設計 

富士建設工業株式会社 

三菱電機ビルテクノサービス株式会社 

有限会社丸尚建設 

有限会社藤田 

 

５ 提案審査 

平成１９年９月２５日の期限までに参加資格審査を通過した２応募者より提案書の提

出があった。形式確認及び総合評価の結果については、次のとおりである。 

 

（１）形式確認 

ア 提出書類確認 

２応募者とも提出された資料は、全てそろっていることを確認した。 

 

イ 必須項目確認 

① 提案価格の確認 

２応募者とも提案書に記載された提案価格が、募集要項の別紙１に基づき算定

され、町が支払うサービス対価の総額の上限価格（７５７百万円 現在価値換算

後、消費税及び地方消費税を除く。）以下であることを確認した。 

 

② 要求水準の確認 

２応募者とも提案内容が、全ての要求水準を満たしていることを確認した。 

 

③ その他の必須項目の確認 

２応募者とも応募者の提案内容が、下記の全ての事項を満たしていることを確

認した。 
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・本事業の実施に必要な資金の調達方法、金額、条件等が明示されており、かつ、

資金が確保される見込みが立っていること 

・ＳＰＣに対する出資の内容が明記され、かつ、募集要項に定める出資の条件が

満たされていること 

・事業契約書（案）において義務付けられている保険の付保について、必要な費

用が事業収支計画に算入されていること 

・資金調達計画及び事業収支計画において、重大な計算又は数値の誤りがないこ

と 

・事業収支計画の全ての年度において、資金過不足累計に負の値が生じないこと 

・事業収支計画の維持管理期間中の年度において、ＤＳＣＲ（各事業年度の元利

金返済余裕度）が１を下回らないこと 

 

（２）総合評価 

審査委員会において、提案書に基づき、計画に対する評価及び価格評価を行った。 

そのうえで、点数が高い順に、最優秀提案応募者及び優秀提案応募者とした。 

 

ア 審査における配点 

審査における配点は、以下のとおりとした。 

 

［評価項目及び配点］ 

評 価 項 目 配   点 

計画に対する評価  60点  

①全体計画  10点 

②施設計画  30点 

③維持管理計画  10点 

 

④事業計画  10点 

価格評価  40点 

総合審査合計  100点 

 

イ  評価方針及び得点の決定方法  

①  計画に対する評価（60点） 

(ア)  評価方針 

各項目のうち、施設計画については、町民に長期にわたり利用されること
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を踏まえ、優れた空間構成及び配置計画となっていることを高く評価した。 

また、近隣住民等への配慮が十分に検討されていることを高く評価した。 

 

(イ)  得点の決定方法 

審査委員会において、提案書に記載された内容に基づき、募集要項に規定

するヒアリングの結果等も踏まえ、(ア)の評価方針を踏まえ、各項目につい

て絶対評価により加点した。 

 

②  価格評価（40点） 

「応募者の提案価格の総額」について、1位（最も低い価格）を満点とし、2位

は1位との比率を用いて算出した。小数点第2位を四捨五入した。 

 

    得点＝配点（４０点）×最低提案価格÷提案価格 

 

ウ  評価項目ごとの評価結果 

① 計画に対する評価（60点） 

(ア)  全体計画（10点） 

以下の結果を総合的に踏まえ、応募番号１が全体計画10点中8.1点、応募番

号２が6.9点と評価した。 

 

・事業コンセプト 

事業コンセプトについては、２つの提案とも、具体的に施設計画、維持管

理計画、事業計画への展開が図られており、整合性がとれていた。 

特に応募番号１においては、コンセプト設定に当たり、「紫波らしさ」を

明確に打ち出している点を高く評価した。 

 

・地域経済への配慮 

地域経済への配慮については、２つの提案とも、地元からの人材雇用や資

材調達が具体的に提案されていると評価した。 

特に応募番号１においては、町内在住者の雇用割合が具体的に数値で示さ

れている点、資材等の調達先が明確化されている点を高く評価した。 

応募番号２においては、経済波及効果が数値化されている点を高く評価し

た。 

・ＳＰＣのマネジメント方策 
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ＳＰＣへのマネジメント方策については、２つの提案とも、実績のある経

営責任者を配置する提案がなされていた。 

特に、応募番号１においては、ＳＰＣの経営安定化に資する株主間協定の

内容がより具体的に提案されている点を評価した。 

また、応募番号２においては、財務管理の方針について、金融機関や会計

事務所のチェック体制が明確化されている点を高く評価した。 

 

・事業実施体制 

事業実施体制については、２つの提案とも、各段階における業務実施体制

が適切であるとともに、各業務に関するバックアップ体制が具体的に提案さ

れていた。 

 

・セルフモニタリング方策 

セルフモニタリング方策については、２つの提案とも、各段階においてセ

ルフモニタリングを実施する計画であり、その実施体制や内容について具体

的に提案されていた。 

 

(イ) 施設計画（30点） 

以下の結果を総合的に踏まえ、応募番号１が施設計画30点中23.4点、応募

番号２が21.9点と評価した。 

 

・土地利用計画 

土地利用計画については、２つの提案とも、既存林の活用等が示され、自

然との調和について、具体性、実現性が期待できる提案であった。 

特に、応募番号１においては、残土の搬出量が少ない点、雨水貯留槽の設

置により雨水の資源化が計画されている点を高く評価した。 

 

・配置計画 

配置計画については、２つの提案とも、事業計画地の勾配を考慮した計画

となっていた。 

       特に、応募番号１においては、施設内からの眺望を十分に考慮した計画と

なっている点を高く評価した。 

 

・建築計画 
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建築計画については、２つの提案とも、遺族等数に対して要求水準以上の

スペースが確保されているとともに、焼骨を炉前から収骨室へ短い距離で移

動でき、他の葬列の目に触れる可能性が低い点など、遺族への配慮が認めら

れた。 

特に応募番号１については、ロビーからの眺望が優れている点、待合室か

ら炉前や収骨室への動線が短い点、作業室内における動物炉への動線が考慮

されている点、動物炉利用者の待合室が提案されている点、周辺景観と調和

がとれた意匠が採用されている点を高く評価した。 

 

・火葬炉設備計画 

火葬炉設備計画については、２つの提案とも、信頼性のある設備であると

評価した。 

 

・施工及び工事監理 

施工及び工事監理については、２つの提案とも、周辺地域への配慮に関す

る一定の提案がされていると評価した。 

特に応募番号１においては、工程遵守の方策として重点管理項目を設定し

ている点を高く評価した。 

また、応募番号２においては、施設引渡日が供用開始日に向け余裕をもっ

た設定になっている点を高く評価した。 

 

(ウ) 維持管理計画（10点） 

以下の結果を総合的に踏まえ、応募番号２が維持管理計画10点中7.3点、応募

番号１が6.8点と評価した。 

 

維持管理計画については、２つの提案とも、長期修繕計画に基づく予防保

全の考え方が示されている点を評価した。 

特に応募番号２においては、セルフモニタリングが充実している点、事業

終了時の対応についてマニュアルの提供等具体的な提案を行っている点を高

く評価した。 

 

(エ) 事業計画（10点） 

以下の結果を総合的に踏まえ、応募番号１、応募番号２ともに７.4点と評価

した。 
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・資金調達計画 

資金調達計画については、２つの提案とも、一定水準の資本金と株主劣後ロ

ーンが設定されており、金融機関からの資金調達においても融資確約書を取得

するなど確実な資金調達が提案されている点を評価した。 

 

・事業収支計画 

事業収支計画については、２つの提案とも、事業収支の安定性、確実性が確

保さている点を評価した。 

 

・リスク管理方策 

リスク管理方策については、２つの提案とも、本事業の特性を踏まえたリス

クが想定され、対応策も妥当であると評価した。 

 

② 価格評価（40点） 

各応募者の提案価格について審査を行ったところ、応募番号２が１位（40.0点）、

応募番号１が２位（38.4点）となった。 

 

順位 グループ名 価格（円） 得点 

１位 応募番号２ 605,276,681 40.0点 

２位 応募番号１ 630,605,146 38.4点 

 

エ 総合審査結果 

総合審査は、審査委員会における計画に対する評価（60点満点）と、価格評価（40

点満点）の２段階で実施し、その合計点（100点満点）が高いものを選定した。 

その結果、合計点数で最高得点を獲得した応募番号１を最優秀提案応募者に、次

点を獲得した応募番号２を優秀提案応募者に選定した。 
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評 価 項 目 応募番号１ 応募番号２ 

計画に対する評価 （60点） 45.7 43.5 

①全体計画（10点） 8.1 6.9 

②施設計画（30点） 23.4 21.9 

③維持管理計画（10点） 6.8 7.3 

 

④事業計画（10点） 7.4 7.4 

価格評価 （40点） 38.4 40 

総合審査合計 （100点） 84.1 83.5 

 

６ 総評 

 

本事業では、公募型プロポーザル方式による事業者の募集を行ったところ、２グルー

プの応募者から火葬場の建設、維持管理について中身の濃い提案がなされた。事業者審

査委員会としても、各グループの提案書作成に当たっての努力を高く評価しており、深

く感謝申し上げたい。 

審査の結果、応募番号１は地域の送葬習慣や事業計画地の特徴をしっかりと把握した

うえで、利用者等への配慮が十分に検討されており、それを具体化するための配置計画、

建築計画等が適切に提案されている点を高く評価した。 

この「計画に対する評価」及び「価格評価」を総合的に勘案し、最高得点を獲得した

応募番号１を委員の総意で最優秀提案応募者とし、次点を獲得した応募番号２を優秀提

案応募者に選定した。 

 


